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「建築基準法第 42 条第 1 項第五号に基づく道に関する技術基準」 

一部改正（案）の概要 

 

１．趣旨 
建物の新築や建替え、増築等を行う場合には、その敷地が建築基準法上の「道路」に２ｍ以上接する必要がありま

す。位置指定道路とは、土地を建物の敷地として利用するために造られる道で、建築基準法に基づいて市⾧がその位置

を指定したものをいいます。  

神戸市では、平成15年に位置指定道路に関する指定基準を策定し、主に新しく造られる道を対象として指定を行っ

てきましたが、このたび持続可能なまちづくりの取り組みとして、新たに「既存の道（以下、既存通路という）」の指定を進

め、防災性の向上や住環境の改善を図りながら、老朽化した既存建物の建て替えや不動産流通の促進等につなげるこ

とを目的に、「建築基準法第42条第1項第五号に基づく道に関する技術基準」を改正します。 

 

２．改正（案）の概要 
１ ） 既存通路に関する改正 

（１）有効幅員 

既存通路で、将来有効幅員を4メートル以上確保するものは、指定時の有効幅員が４メートル未満

（1.8m以上）であっても指定を可能とする。 

＜適用条件＞以下のすべてに適合 

・ 建築基準法施行令で道に関する基準が定められた昭和46年以前から存するもの 

・ 指定を行う部分が全区間にわたって有効幅員1.8メートル以上のもの 

・ 指定を行う部分が延⾧35メートル以内（通り抜けの場合は延⾧70ｍ以内）のもの 

※指定時に転回地を設ける場合で、有効幅員2.7メートル以上あるものは除く 

（２）すみ切り 

①カーブミラー設置等により安全対策が講じられている場合、指定時に整備不要とする。 

➁行止り通路で、延⾧20メートル以内かつ縦断勾配８パーセント以下の場合、整備不要とする。 

（３）排水施設 

指定時に支障なく排水できている場合は、側溝等を整備不要とする。 

２ ）上記に伴う参考図の改正 

 
３．改正の時期 

令和７年４月１日予定 
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＜参考１＞「既存通路」の基準活用イメージ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
＜参考２＞関係法令（抜粋） 

建築基準法 

建築基準法施行令 


